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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
  

第68期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第69期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第68期 

会計期間 
  

自平成21年
４月１日 
至平成21年 
６月30日 

自平成22年
４月１日 
至平成22年 
６月30日 

自平成21年 
４月１日 
至平成22年 
３月31日 

売上高 （百万円）  7,613  23,535  53,225

税引前四半期（当期）純利益 

（△損失） 
（百万円）  △3,733  1,629  △9,926

四半期（当期）純利益（△損失） （百万円）  △3,787  788  △11,454

純資産額 （百万円）  158,854  147,465  150,242

総資産額 （百万円）  190,022  187,329  188,663

１株当たり純資産額 （円）  888.83  825.11  840.65

１株当たり四半期（当期）純利益

（△損失） 
（円）  △21.19  4.41  △64.09

希薄化後１株当たり四半期 

（当期）純利益（△損失） 
（円）  △21.19  4.41  △64.09

自己資本比率 （％）  83.60  78.72  79.64

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △11,221  △2,860  △17,746

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  8,962  △5,934  10,824

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △855  △855  △1,803

現金および現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（百万円）  102,222  84,857  96,439

従業員数 （人）  3,192  3,167  3,151
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 当第１四半期連結会計期間において、株式会社アドバンテスト（以下「当社」）の企業グループ（以下「アドバン

テスト」）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありませ

ん。 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含んでおります。）であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載して

おります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年６月30日現在

従業員数（人） 3,167  (207)

  平成22年６月30日現在

従業員数（人） 1,444  (223)
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(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）における生産実績をセグメントごとに示す

と、次のとおりであります。 

 （注）金額表示は販売価格（消費税等抜き）によっております。 

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）における受注状況をセグメントごとに示す

と、次のとおりであります。 

 （注）金額表示は販売価格（消費税等抜き）によっており、セグメント間の内部売上高（振替高）を含めて表示してお

ります。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）における販売実績をセグメントごとに示す

と、次のとおりであります。 

 （注）１．金額表示は消費税等抜きであり、セグメント間の内部売上高（振替高）を含めて表示しております。 

２．前第１四半期連結会計期間および当第１四半期連結会計期間において、得意先上位10社に対する販売実績

は、総販売実績のそれぞれ約67％、約58％を占めております。 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。  

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注および販売の状況】

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

半導体・部品テストシステム事業部門  16,766  200.0

メカトロニクス関連事業部門  4,636  168.0

サービス他部門  336  199.7

合計  21,738  192.5

セグメントの名称 
受注高
（百万円） 

前年同期比
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比
（％） 

半導体・部品テストシステム事業部門  21,585  190.7  20,179  156.8

メカトロニクス関連事業部門  5,848  235.6  6,190  436.7

サービス他部門  3,719  50.0  1,510  86.7

内部取引消去  △323 －  △295 － 

合計  30,829  164.9  27,584  181.1

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

半導体・部品テストシステム事業部門  15,768  289.3

メカトロニクス関連事業部門  4,028  197.1

サービス他部門  3,866  74.9

内部取引消去  △127 － 

合計  23,535  209.2

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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(1) 業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）の状況                 (単位：億円) 

当第１四半期の世界経済は、欧州諸国での金融問題など景気減速の懸念材料があったものの、中国をはじめとし

た新興国市場の伸びに牽引され、全体としては着実に回復基調が強まりました。 

半導体関連市場においては、パソコンやスマートフォン（多機能型携帯電話）、薄型テレビなどを中心とする

各種電子機器への旺盛な需要を背景に、各種半導体の需給バランスが引き締まったことを受けて、各半導体メーカ

ーの設備投資は活発なものとなりました。 

このように事業環境が好転する中、当社は、主力製品群の拡販、新規顧客の開拓、タイムリーな製品供給に努

めるなど、収益の拡充を図りました。 

以上により、売上高は、235億円（前年同期比209.2％増）、受注高および損益については、受注高308億円（前

年同期比164.9％増）、営業利益18億円（前年同期比63億円改善）、税引前四半期純利益16億円（前年同期比54億

円改善）、四半期純利益８億円（前年同期比46億円改善）となりました。また、海外売上比率は78.7％（前年同期

74.0％）となりました。 

セグメントの状況は次のとおりであります。 

（半導体・部品テストシステム事業部門）                        (単位：億円) 

当事業部門では、半導体の急速な市場回復に伴い、各半導体メーカーの設備投資が増加したことにより、大きく

業績を伸ばしました。 

メモリ半導体用テストシステム分野においては、パソコンや携帯電話の需要増によりＤＲＡＭ半導体メーカー各

社で積極的な設備投資が行われたことを受けて、高性能なＤＤＲ３型ＤＲＡＭ半導体向けのテストシステムを中心

に、当社製品への需要が高まりました。 

非メモリ半導体用テストシステム分野では、パソコンや携帯型情報端末に搭載されるマイクロ・プロセッサ向け

のテストシステムへの需要が好調に推移したほか、デジタル家電に使用される各種ＩＣ向けのテストシステム、薄

型テレビなどに用いられるＬＣＤドライバＩＣ向けテストシステムなどが堅調でした。 

以上により、当部門の受注高は216億円（前年同期比190.7％増）、売上高は158億円（前年同期比289.3％増）、

営業利益は21億円（前年同期比49億円改善）となりました。 

４【財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】

 区分 
前第１四半期
連結会計期間 

当第１四半期
連結会計期間 

前年同期比 

 受注高    116  308 164.9％ 

 売上高      76  235 209.2％ 

 営業利益    △45  18 －  

 税引前四半期純利益  △37  16 －  

 四半期純利益      △38  8 －  

 区分 
前第１四半期
連結会計期間 

当第１四半期
連結会計期間 

前年同期比 

 受注高   74  216 190.7％ 

 売上高  41  158 289.3％ 

 営業利益  △28  21 －  
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（メカトロニクス関連事業部門）                            (単位：億円) 

当部門においても、主にＤＲＡＭ半導体メーカーの設備投資意欲に支えられ、テストシステムと被測定デバイ

スをつなぐデバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラを中心に、需要が増加しました。 

以上により、当部門の受注高は58億円（前年同期比235.6％増）、売上高は40億円（前年同期比197.1％増）、

営業損失は18百万円（前年同期比９億円改善）となりました。  

（サービス他部門）                                  (単位：億円) 

当部門では、当社顧客からの保守サービス需要は堅調に推移しました。 

以上により、当部門の受注高は37億円（前年同期比50.0％増）、売上高は39億円（前年同期比74.9％増）、営業

利益は７億円（前年同期比152.1％増）となりました。  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金および現金同等物は、前期末より116億円減少し、849億円となりました。当第１四

半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益（８億円）を計上したものの、売上債権の増加（△45億

円）、棚卸資産の増加（△31億円）による支出、および買掛金の増加（32億円）による収入などにより、29億円の

支出（前年同期は、112億円の支出）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、59億円の支出（前年同期は、90億円の収入）となりました。これは主

に、短期投資の増加（△54億円）および有形固定資産の購入（△４億円）によるものであります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、９億円の支出（前年同期は、９億円の支出）となりました。これは主

に、配当金の支払（△９億円）によるものであります。 

（3）事業上および財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において、アドバンテストが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 （4）研究開発活動 

  当第１四半期連結会計期間の研究開発費は49億円となりました。 

   なお、当第１四半期連結会計期間において、アドバンテストの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 区分 
前第１四半期
連結会計期間 

当第１四半期
連結会計期間 

前年同期比 

 受注高  17  58 235.6％  

 売上高  14  40 197.1％ 

 営業利益  △10  △0 －  

 区分 
 前第１四半期
 連結会計期間  

当第１四半期
 連結会計期間  

前年同期比 

 受注高     25  37 50.0％  

 売上高   22  39 74.9％  

 営業利益  3  7 152.1％  

- 5 -



(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。 

第３【設備の状況】

- 6 -



①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成22年７月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

（平成18年６月27日定時株主総会決議） 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式  440,000,000

計  440,000,000

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数(株) 
(平成22年６月30日) 

提出日現在発行数(株)
(平成22年７月30日) 

上場金融商品取引所名 
または登録認可金融商品取引業
協会名 

内容

普通株式  199,566,770  199,566,770
東京証券取引所市場第一部 

ニューヨーク証券取引所 

単元株式数

100株 

計  199,566,770  199,566,770 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の数 4,920個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 984,000株 

新株予約権の行使時の払込金額      付与日      １株当たり

平成18年７月12日 5,880円 

平成18年12月１日 6,218円 

新株予約権の行使期間 平成19年４月１日～平成23年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額 

     付与日      発行価格 資本組入額

平成18年７月12日 5,880円 3,678円 

平成18年12月１日 6,218円 3,926円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権の相続は認めない。 

  ２．各新株予約権の一部を行使することはできない。 

  ３．行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれる場合は、かかる１単元未満の株式については、会社

法第192条第１項に定める買取請求がなされたものとする。

行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権

の目的たる株式を合算して判定するものとする。 
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（注） 平成18年７月26日開催の取締役会決議により、平成18年10月１日をもって１株につき２株の割合で株式分割を

行っております。これにより平成18年７月12日付与分の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権

の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入

額」が調整されております。 

（平成18年６月27日取締役会決議） 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の譲渡に関する事項 １．当社以外の者に対して新株予約権を譲渡するためには、取締

役会の承認を要する。 

  ２．当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。

なお、下記（ロ）における新株予約権の行使を認めるのに相

当であるかの判断、ならびに（ホ）および（へ）における新

株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締

役に一任する。 

  （イ） 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社とな

る分割契約書もしくは分割計画書、当社が完全子会社とな

る株式交換契約書または株式移転計画につき株主総会で承

認（株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議）がな

されたとき。 

  （ロ） 新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」とい

う。）が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のい

ずれも有しなくなったとき（ただし、当社が新株予約権の

行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除

く。）。 

  （ハ） 新株予約権者が死亡したとき。 

  （ニ） 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部

または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

  （ホ） 新株予約権者が理由の如何を問わず当社と競合する事業

を営む会社の役員または従業員となったとき（ただし、当

社が新株予約権の行使を認めない旨を通知することを要す

る。）。 

  （へ） 新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定ま

たは当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約（当社

の国外子会社の被割当者については、Rules of the 

Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 

2006。）の規定に違反したとき（ただし、当社が新株予約

権の行使を認めない旨を通知することを要する。）。 

代用払込みに関する事項 ──────── 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

──────── 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の数 1,510個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 302,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 5,880円 

新株予約権の行使期間 平成19年４月１日～平成23年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額 

発行価格   5,880円 

資本組入額  3,678円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権の相続は認めない。 

  ２．各新株予約権の一部を行使することはできない。 
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（注） 平成18年７月26日開催の取締役会決議により、平成18年10月１日をもって１株につき２株の割合で株式分割を

行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」およ

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま

す。 

（平成19年６月27日定時株主総会決議） 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の行使の条件 ３．行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれる場合は、かかる１単元未満の株式については、会社

法第192条第１項に定める買取請求がなされたものとする。

行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権

の目的たる株式を合算して判定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 １．当社以外の者に対して新株予約権を譲渡するためには、取締

役会の承認を要する。 

  ２．当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。

なお、下記（ロ）における新株予約権の行使を認めるのに相

当であるかの判断、ならびに（ホ）および（へ）における新

株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締

役に一任する。 

  （イ） 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社とな

る分割契約書もしくは分割計画書、当社が完全子会社とな

る株式交換契約書または株式移転計画につき株主総会で承

認（株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議）がな

されたとき。 

  （ロ） 新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」とい

う。）が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のい

ずれも有しなくなったとき（ただし、当社が新株予約権の

行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除

く。）。 

  （ハ） 新株予約権者が死亡したとき。 

  （ニ） 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部

または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

  （ホ） 新株予約権者が理由の如何を問わず当社と競合する事業

を営む会社の役員または従業員となったとき（ただし、当

社が新株予約権の行使を認めない旨を通知することを要す

る。）。 

  （へ） 新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定ま

たは当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約の規定

に違反したとき（ただし、当社が新株予約権の行使を認め

ない旨を通知することを要する。）。 

代用払込みに関する事項 ──────── 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

──────── 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の数 4,990個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 499,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 5,563円 

新株予約権の行使期間 平成20年４月１日～平成24年３月31日 
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第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額 

     付与日      発行価格 資本組入額

平成19年７月12日 5,563円 3,339円 

平成19年９月26日 5,563円 2,922円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権の相続は認めない。 

  ２．各新株予約権の一部を行使することはできない。 

  ３．行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれる場合は、かかる１単元未満の株式については、会社

法第192条第１項に定める買取請求がなされたものとする。

行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権

の目的たる株式を合算して判定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 １．新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を

要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合に

は、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。 

  ２．当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。

なお、下記（ロ）における新株予約権の行使を認めるのに相

当であるかの判断、ならびに（ホ）および（へ）における新

株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締

役に一任する。 

  （イ） 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる

分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式

交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認（株主

総会の承認が不要な場合には取締役会決議）がなされたと

き。 

  （ロ） 新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」とい

う。）が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のい

ずれも有しなくなったとき（ただし、当社が新株予約権の

行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除

く。）。 

  （ハ） 新株予約権者が死亡したとき。 

  （ニ） 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部

または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

  （ホ） 新株予約権者が理由の如何を問わず当社と競合する事業

を営む会社の役員または従業員となったとき（ただし、当

社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知

することを要する。）。 

  （へ） 新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定ま

たは当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約（当社

の国外子会社の被割当者については、Rules of the 

Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 

2007）の規定に違反したとき（ただし、当社が新株予約権

の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要す

る。）。 

代用払込みに関する事項 ──────── 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

──────── 

- 10 -



（平成19年６月27日取締役会決議） 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の数 1,590個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 159,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 5,563円 

新株予約権の行使期間 平成20年４月１日～平成24年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額 

発行価格   5,563円 

資本組入額  3,339円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権の相続は認めない。 

  ２．各新株予約権の一部を行使することはできない。 

  ３．行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれる場合は、かかる１単元未満の株式については、会社

法第192条第１項に定める買取請求がなされたものとする。

行使された新株予約権の目的たる株式に１単元未満の株式が

含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権

の目的たる株式を合算して判定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 １．新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を

要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合に

は、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。 

  ２．当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。

なお、下記（ロ）における新株予約権の行使を認めるのに相

当であるかの判断、ならびに（ホ）および（へ）における新

株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締

役に一任する。 

  （イ） 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる

分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式

交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認（株主

総会の承認が不要な場合には取締役会決議）がなされたと

き。 

  （ロ） 新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」とい

う。）が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のい

ずれも有しなくなったとき（ただし、当社が新株予約権の

行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除

く。）。 

  （ハ） 新株予約権者が死亡したとき。 

  （ニ） 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部

または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

  （ホ） 新株予約権者が理由の如何を問わず当社と競合する事業

を営む会社の役員または従業員となったとき（ただし、当

社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知

することを要する。）。 

  （へ） 新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定ま

たは当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約の規定

に違反したとき（ただし、当社が新株予約権の行使を認め

ない旨を新株予約権者に通知することを要する。）。 

代用払込みに関する事項 ──────── 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

──────── 
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（平成20年６月25日定時株主総会決議） 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の数 4,810個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数 481,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 2,653円 

新株予約権の行使期間      付与日                 行使期間            

平成20年７月10日 平成21年４月１日～平成25年３月31日

平成21年４月１日 平成21年５月１日～平成25年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額 

     付与日      発行価格 資本組入額

平成20年７月10日 2,653円 1,511円 

平成21年４月１日 2,653円 1,421円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権の相続は認めない。 

  ２．各新株予約権の一部を行使することはできない。 

  ３．行使された新株予約権の目的である株式に１単元未満の株式

が含まれる場合は、かかる１単元未満の株式については、会

社法第192条第１項に定める買取請求がなされたものとす

る。行使された新株予約権の目的である株式に１単元未満の

株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株

予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 １．新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を

要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合に

は、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。 

  ２．当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。

なお、下記（ロ）における新株予約権の行使を認めるのに相

当であるかの判断、ならびに（ホ）および（へ）における新

株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締

役に一任する。 

  （イ） 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる

分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式

交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認（株主

総会の承認が不要な場合には取締役会決議）がなされたと

き。 

  （ロ） 新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」とい

う。）が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のい

ずれも有しなくなったとき（ただし、当社が新株予約権の

行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除

く。）。 

  （ハ） 新株予約権者が死亡したとき。 

  （ニ） 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部

または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

  （ホ） 新株予約権者が理由の如何を問わず当社と競合する事業

を営む会社の役員または従業員となったとき（ただし、当

社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知

することを要する。）。 

  （へ） 新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定ま

たは当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約（当社

の国外子会社の被割当者については、Rules of the 

Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 

2008）の規定に違反したとき（ただし、当社が新株予約権

の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要す

る。）。 
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（平成20年６月25日取締役会決議） 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

代用払込みに関する事項 ──────── 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

──────── 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の数 1,820個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数 182,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 2,653円 

新株予約権の行使期間 平成21年４月１日～平成25年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額 

発行価格    2,653円  

資本組入額   1,511円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権の相続は認めない。 

  ２．各新株予約権の一部を行使することはできない。 

  ３．行使された新株予約権の目的である株式に１単元未満の株式

が含まれる場合は、かかる１単元未満の株式については、会

社法第192条第１項に定める買取請求がなされたものとす

る。行使された新株予約権の目的である株式に１単元未満の

株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株

予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 １．新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を

要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合に

は、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。 

  ２．当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。

なお、下記（ロ）における新株予約権の行使を認めるのに相

当であるかの判断、ならびに（ホ）および（へ）における新

株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締

役に一任する。 

  （イ） 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる

分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式

交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認（株主

総会の承認が不要な場合には取締役会決議）がなされたと

き。 

  （ロ） 新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」とい

う。）が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のい

ずれも有しなくなったとき（ただし、当社が新株予約権の

行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除

く。）。 

  （ハ） 新株予約権者が死亡したとき。 

  （ニ） 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部

または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

  （ホ） 新株予約権者が理由の如何を問わず当社と競合する事業

を営む会社の役員または従業員となったとき（ただし、当

社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知

することを要する。）。 
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（平成21年６月25日取締役会決議） 

  

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の譲渡に関する事項 （へ） 新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定ま

たは当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約の規定

に違反したとき（ただし、当社が新株予約権の行使を認め

ない旨を新株予約権者に通知することを要する。）。 

代用払込みに関する事項 ──────── 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

──────── 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

新株予約権の数 3,380個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数 338,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 1,844円 

新株予約権の行使期間 平成22年４月１日～平成26年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額 

発行価格    1,844円  

   資本組入額   1,131円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権の相続は認めない。 

  ２．各新株予約権の一部を行使することはできない。 

３．行使された新株予約権の目的である株式に１単元未満の株式

が含まれる場合は、かかる１単元未満の株式については、会

社法第192条第１項に定める買取請求がなされたものとする。

行使された新株予約権の目的である株式に１単元未満の株式

が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約

権の目的である株式を合算して判定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 １．新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を

要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合に

は、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。 

  ２．当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。

なお、下記（ロ）における新株予約権の行使を認めるのに相

当であるかの判断、ならびに（ホ）および（へ）における新

株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締

役に一任する。 

  （イ） 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる

分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式

交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認（株主

総会の承認が不要な場合には取締役会決議とする。）がな

されたとき。 

  （ロ） 新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」とい

う。）が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のい

ずれも有しなくなったとき（ただし、当社が新株予約権の

行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除

く。）。 

  （ハ） 新株予約権者が死亡したとき。 

  （ニ） 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部

または一部を放棄する旨を申し出たとき。 
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  該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

 当第１四半期会計期間において、大株主であった三菱ＵＦＪ証券株式会社、ソシエテジェネラルセキュリティー

ズノースパシフィックリミテッドおよびモルガン ホワイトフライヤーズ エキュイティ ディリヴェイティヴは大株

主でなくなり、以下の株主が大株主となったことを株主名簿により確認しております。 

（注） 当第１四半期会計期間において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成22年５月17日付で提出

された大量保有報告書（変更報告書）の写しにより、平成22年５月10日現在で以下の株式を共同保有している旨の

報告を受けておりますが、当社として実質所有株式数の確認ができません。なお、その大量保有報告書（変更報告

書）の写しの内容は次のとおりであります。 

大量保有者（共同保有）     株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他３社 

保有株券等の数         13,690,220株 

株券等保有割合         6.86％ 

  
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日) 

  新株予約権の譲渡に関する事項 （ホ） 新株予約権者が理由の如何を問わず当社と競合する事業

を営む会社の役員または従業員となったとき（ただし、当

社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知

することを要する。）。 

  （へ） 新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定ま

たは当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約（外国

人の被割当者については、Rules of the Advantest 

Corporation Incentive Stock Option Plan 2009）の規定

に違反したとき（ただし、当社が新株予約権の行使を認め

ない旨を新株予約権者に通知することを要する。）。 

代用払込みに関する事項 ──── 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

──── 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総数
増減数(株) 

発行済株式
総数残高(株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高
(百万円) 

資本準備金 
増減額(百万円) 

資本準備金
残高(百万円)

平成22年４月１日～ 

平成22年６月30日  
 －  199,566,770  －  32,363  －  32,973

（６）【大株主の状況】

  平成22年６月30日現在 

氏名または名称 住所
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 
株式会社 

東京都千代田区丸の内２丁目５番２号  4,541  2.28

リードオフ１号投資事業組合 東京都港区赤坂６丁目５番３８号６０８  4,350  2.18

ＳＩＸ ＳＩＳ ＬＴＤ. 
（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ 
 銀行)  
  

BASLERSTRASSE 100,CH-4600 OLTEN 
SWITZERLAND 
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号) 

 4,284  2.15
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①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式3,400株および議決権34個が含まれて

おります。 

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  20,845,600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 178,578,800  1,785,788 － 

単元未満株式 普通株式     142,370 － － 

発行済株式総数  199,566,770 － － 

総株主の議決権 －  1,785,788 － 

  平成22年６月30日現在

所有者の氏名
または名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱アドバンテスト 
東京都練馬区旭町

１丁目32番１号 
 20,845,600  －  20,845,600  10.45

計 －  20,845,600  －  20,845,600  10.45

２【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５ 月 ６ 月

最高(円)  2,516  2,375  2,117

最低(円)  2,316  1,950  1,860

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成21年内閣府令第73号）附則第６条第２項に従い、当該内閣府令第73号の適用による改正前の「四半期連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」とい

う。）第93条の規定に基づき、米国において一般に認められた会計基準による用語、様式および作成方法に準拠して作

成しております。 

 なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）および前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会

計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）および当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）および前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表ならびに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）および当第１四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監

査法人による四半期レビューを受けております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円）

  
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末
(平成22年３月31日) 

資産の部 

現金および現金同等物  84,857  96,439

短期投資   15,760  10,498

売上債権（貸倒引当金控除後）  19,696  15,930

棚卸資産  19,525  16,590

その他の流動資産  3,949  4,292

 流動資産合計  143,787  143,749

投資有価証券  7,599  8,077

有形固定資産(純額)  32,005  32,881

無形資産(純額)  1,440  1,445

その他の資産  2,498  2,511

資産合計  187,329  188,663
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    （単位：百万円）

  
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末
(平成22年３月31日) 

負債の部 

買掛金  14,028  11,430

未払費用  4,439  4,894

製品保証引当金  2,660  2,802

その他の流動負債  2,387  2,793

 流動負債合計  23,514  21,919

未払退職および年金費用  13,778  13,765

その他の固定負債  2,572  2,737

負債合計  39,864  38,421

契約債務および偶発債務           

            

資本の部 

資本金  32,363  32,363

資本剰余金  40,463  40,463

利益剰余金  181,501  181,606

その他の包括利益(△損失)累計額 △17,530 △14,859

自己株式 △89,332 △89,331

資本合計  147,465  150,242

負債および資本合計  187,329  188,663

  （単位：百万円）

  
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末
(平成22年３月31日) 

資産の部の補足情報     

有形固定資産減価償却累計額  40,248  40,390

無形固定資産減価償却累計額  2,387  2,403

  
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末
(平成22年３月31日) 

資本の部の補足情報     

授権株式数 440,000,000株 440,000,000株 

発行済株式総数 199,566,770株 199,566,770株 

自己株式数 20,845,697株 20,845,178株 

- 19 -



（２）【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

売上高 7,613 23,535

売上原価 3,361 11,941

売上総利益 4,252 11,594

研究開発費 4,411 4,941

販売費および一般管理費 4,358 4,840

営業利益（△損失） △4,517 1,813

その他収益(△その他費用)         

受取利息および受取配当金 240 117

支払利息 △1 △1

その他 545 △300

その他収益（△その他費用）合計 784 △184

税引前四半期純利益（△損失） △3,733 1,629

法人税等 8 831

持分法投資利益（△損失） △46 △10

四半期純利益（△損失） △3,787 788

  （単位：円）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純利益（△損失）           

基本的 △21.19 4.41

希薄化後 △21.19 4.41
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

   営業活動によるキャッシュ・フロー           

四半期純利益(△損失) △3,787  788

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整           

減価償却費  940  999

繰延法人税等 △270  167

ストック・オプションによる報酬費用  2 －

売上債権の増減(△増加)  2,119 △4,491

棚卸資産の増減(△増加) △2,062 △3,130

買掛金の増減(△減少) △142  3,219

未払金の増減(△減少) △5,580 △121

未払費用の増減(△減少) △1,710 △376

製品保証引当金の増減(△減少) △178 △128

未払退職および年金費用の増減(△減少)  242  111

その他 △795  102

営業活動によるキャッシュ・フロー 計 △11,221 △2,860

  

   投資活動によるキャッシュ・フロー           

短期投資の増減(△増加)  9,515 △5,448

有形固定資産の売却による収入  7  3

有形固定資産の購入額 △472 △435

無形資産の購入額 △11 △61

その他 △77  7

投資活動によるキャッシュ・フロー 計  8,962 △5,934

  

   財務活動によるキャッシュ・フロー           

配当金の支払額 △853 △854

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 計 △855 △855

   現金および現金同等物に係る換算差額 △119 △1,933

   現金および現金同等物の純増減額(△減少) △3,233 △11,582

   現金および現金同等物の期首残高  105,455  96,439

   現金および現金同等物の四半期末残高  102,222  84,857
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(a)連結財務諸表が準拠している用語、様式および作成方法 

 アドバンテストの連結財務諸表は、米国預託証券の発行等に関して要請されている米国における会計処理の原則

および手続ならびに用語、様式および作成方法（以下「米国会計基準」）に準拠して作成しております。非政府組

織の米国会計基準は、米国財務会計基準審議会の会計基準（ASC）において体系化されています。 

 当四半期連結財務諸表は、重要な点において、平成22年３月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表に適用

されたものと同一の米国会計基準に準拠して作成されています。 

 当四半期連結財務諸表は、監査されておりませんが、経営者の見解として、四半期の経営成績を適正に表示する

ために必要な通常の決算修正を実施しております。当四半期連結財務諸表は、平成22年３月31日に終了した連結会

計年度の連結財務諸表と合わせて利用されるべきであります。  

(b)連結財務諸表の作成状況および米国証券取引委員会における登録状況 

 当社は平成13年９月17日（現地時間）にニューヨーク証券取引所に上場（ADR（米国預託証券）を発行）し、平成

13年３月期以降、Form 20－F（わが国の有価証券報告書に相当）を米国証券取引委員会に登録しております。な

お、Form 20－Fの登録に際し、連結財務諸表を米国会計基準に基づいて作成しております。 

(c)日本会計基準に準拠して作成する場合との主要な相違点 

 アドバンテストが採用する会計処理の原則および手続ならびに表示方法のうち、わが国の会計処理の原則および

手続ならびに表示方法に準拠して作成する場合との主要な相違の内容は次のとおりであります。 

①有給休暇引当金 

 将来の休暇について、従業員が給与を受け取れる権利が行使される可能性が高いと見込まれる金額を引当金と

して計上しております。 

②未払退職および年金費用 

 年金制度の財政状況（退職給付債務と年金資産の公正価値の差額）を連結貸借対照表で認識することとしてお

ります。 

③のれん 

 のれんは規則的償却を行わず、少なくとも１年に一度は減損のテストにより減損の評価を行うこととしており

ます。  

(a)事業の内容 

 アドバンテストは、半導体・部品テストシステムの製品群とテスト・ハンドラやデバイス・インタフェース等の

メカトロニクス関連製品群の製造・販売を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する研究開発および保守・サ

ービス等の事業活動を展開しております。 

 半導体・部品テストシステム事業部門は、半導体・電子部品産業においてテストシステム製品を顧客に提供する

ことを事業としております。この事業部門は、メモリ半導体デバイスのテストシステムであるメモリ半導体用テス

トシステム、非メモリ半導体デバイスのテストシステムであるＳｏＣ半導体用テストシステムなどの製品群を事業

内容としております。 

 メカトロニクス関連事業部門は、半導体デバイスをハンドリングするメカトロニクス応用製品のテスト・ハンド

ラ、被測定物とのインタフェースであるデバイス・インタフェースおよびナノテクノロジー関連の製品群を事業内

容としております。 

 サービス他部門の内容は、上記の事業に関連した総合的な顧客ソリューションの提供、サポート・サービスおよ

び機器リース事業等で構成されております。 

(b)四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更および未適用の新会計基準 

 平成21年10月に、米国財務会計基準審議会は、複数の製品・サービスの提供契約に関する収益認識の基準を改訂

しました。当該基準は、収益認識における複数の製品・役務の提供契約に関する収益の配分条件を改訂しておりま

す。当該基準は、販売者特有の客観的証拠と第三者が提供できる証拠のいずれもが入手不可能な場合に、見積り販

売価格で収益の配分を決めることを規定しております。当該基準は、平成22年６月15日以降に開始する連結会計年

度より適用され、早期適用が可能であります。アドバンテストにおいては早期適用をしない場合、平成23年４月１

四半期連結財務諸表注記

注１．会計処理の原則および手続ならびに連結財務諸表の表示方法

注２．事業の内容および重要な会計方針
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日に開始する第１四半期から適用になります。現在、アドバンテストは当該基準の適用時期および連結財務諸表に

与える影響を検討しております。  

 平成21年10月に、米国財務会計基準審議会は、ソフトウエアの収益認識に関する基準を改訂しました。当該基準

は、ソフトウエア組込機器製品の収益認識に関する会計処理を改訂しており、ソフトウエア収益認識基準の対象範

囲から機器製品に関するソフトウエアを除外できるかどうかの指針を規定しております。当該基準は、平成22年６

月15日以降に開始する連結会計年度より適用され、早期適用が可能であります。アドバンテストにおいては早期適

用をしない場合、平成23年４月１日に開始する第１四半期から適用になります。現在、アドバンテストは当該基準

の適用時期および連結財務諸表に与える影響を検討しております。 

(c)組替 

 当第１四半期連結会計期間末における表示に合わせるために、前連結会計年度の連結財務諸表を組替えておりま

す。 

 当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）および前連結会計年度末（平成22年３月31日）における棚卸資

産の内訳は次のとおりであります。 

 負債証券と市場性のある持分証券は売却可能有価証券として分類されております。平成22年６月30日および平成22

年３月31日現在の取得原価、総未実現利益、総未実現損失および公正価値は以下のとおりであります。 

  

  

注３．棚卸資産

  単位：百万円   

  
当第１四半期
連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

  
前連結会計年度末 

 
(平成22年３月31日) 

  

製品  6,099    5,965   

仕掛品  10,193    7,482   

原材料および貯蔵品  3,233    3,143   

        

   19,525    16,590   

注４．投資有価証券

  単位：百万円 

   平成22年６月30日 

   持分証券   負債証券   合計 

 非流動：    

 売却可能有価証券：   

   取得原価   2,827  358  3,185

   総未実現利益   1,355  －  1,355

   総未実現損失   368  －  368

   公正価値   3,814  358  4,172
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 持分証券は主として国内上場会社発行の株式です。負債証券はアドバンテストが償還請求権を有する優先株式であ

り、満期はありません。 

 前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間においては、売却可能有価証券の売却による総実現利

益および総実現損失はありません。 

 売却可能有価証券の売却に伴う総実現損益の純額は、平均原価法で算定し、連結損益計算書の「その他収益(△その

他費用)」、および連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」の項目に含まれ

ます。 

 平成22年６月30日および平成22年３月31日現在における売却可能有価証券の総未実現損失および公正価値を、未実

現損失が継続的に生じている期間別にまとめると以下のとおりであります。 

 アドバンテストは、市場性のない持分証券を、原価で計上しております。これらの市場性のない持分証券の平成

22年６月30日および平成22年３月31日現在の帳簿価額は3,427百万円および3,434百万円であります。市場性のない

持分証券のうち、減損の評価を行ったものは、その公正価値が概ね帳簿価額であります。減損の評価を行わなかっ

たものの平成22年６月30日および平成22年３月31日現在の帳簿価額は1,527百万円および1,417百万円であります。

これらについては、その公正価値の見積もりが実務的でなく、公正価値に対して著しく悪い影響を及ぼすかもしれ

ない事象の発生または状況の変化が認められなかったため、公正価値の見積もりを行っておりません。公正価値の

見積もりが実務的でないのは、即時に決定できる公正価値が存在しないこと、公正価値の見積もりに多額の費用が

必要であることからであります。 

  単位：百万円 

   平成22年３月31日 

   持分証券   負債証券   合計 

 非流動：    

 売却可能有価証券：   

   取得原価   2,833  411  3,244

   総未実現利益   1,468  －  1,468

   総未実現損失   69  －  69

   公正価値   4,232  411  4,643

              

      単位：百万円     

      平成22年６月30日     

    12ヶ月未満       12ヶ月以上   

  公正価値   総未実現損失   公正価値   総未実現損失

非流動：                           

売却可能有価証券:                           

  持分証券  932    368    2    0

      単位：百万円     

      平成22年３月31日     

    12ヶ月未満       12ヶ月以上   

  公正価値   総未実現損失   公正価値   総未実現損失

非流動：                           

売却可能有価証券:                           

  持分証券  740    69    2    0
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デリバティブ 

 アドバンテストは売上債権に係る為替相場の変動に起因する為替リスクを軽減するために、為替予約および通貨オ

プション契約を締結しております。ただしこれらの契約は米国会計基準に定められるヘッジ要件を満たさないため、

ヘッジ会計を適用しておりません。 

 為替予約等はおおむね数ヶ月以内に満期が到来します。それらの契約は、当該契約から発生する利益および損失が

当該リスクから発生する為替差益および差損を相殺することにより為替変動リスクを軽減するために利用されており

ます。為替予約等の公正価値の変動はその他収益（△費用）に計上されております。 

  アドバンテストは投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。 

 平成22年６月30日および平成22年３月31日現在、アドバンテストは、日本円、米ドルおよびユーロといった通貨を

交換するための為替予約等を保有しております。平成22年６月30日および平成22年３月31日現在における為替予約等

の契約の残高は以下のとおりであります。 

 平成22年６月30日および平成22年３月31日現在、米国会計基準で定められるヘッジ指定外の金融派生商品の公正価

値は以下のとおりであります。 

 前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間における米国会計基準で定められるヘッジ指定外の金

融派生商品の連結損益計算書の影響は以下のとおりであります。 

信用リスクの集中 

 デリバティブは、契約の相手先が契約不履行となる場合のリスク要因を見込んでおります。ただし、アドバンテス

トは、契約の相手先を所定の信用力のガイドラインを満たす主要な国際的銀行および金融機関に限定することによ

り、リスクを最小限にしております。アドバンテストの経営者は、いかなる相手先も債務不履行になることを予想し

ておりません。したがって相手先の債務不履行のために発生するどのような損失も予想しておりません。 

 また、これらのデリバティブに関して担保を要求することも、また担保を提供することもしておりません。 

注５．デリバティブ

      単位：百万円     

    当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

  前連結会計年度末 

  

(平成22年３月31日) 

  

為替予約等  375  3,041   

      単位：百万円    

    当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

  前連結会計年度末 

  

(平成22年３月31日) 

 

    科目   公正価値   科目   公正価値  

 資産：                

為替予約等 その他の流動資産  2 その他の流動資産  0  

 負債：                

為替予約等 その他の流動負債  10 その他の流動負債  29  

  単位：百万円 

    科目   前第１四半期累計期間

における利益(△損失)

  当第１四半期累計期間

における利益(△損失) 

為替予約等 その他収益 

（△費用） 

 138    100
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金融商品の公正価値 

 次の表は、平成22年６月30日および平成22年３月31日現在のアドバンテストの金融商品の帳簿価額と見積り公正価

値を示しております。ただし、現金および現金同等物、短期投資、売上債権、その他の流動資産、買掛金および未払

費用の公正価値は、帳簿価額にほぼ等しいため除いております。公正価値の見積りは当該金融商品に関連した市場価

格情報および金融商品の内容を基礎として期末の一時点で算定されたものであります。これらの見積りは実質的に当

社が行っており、不確実性および見積りに重要な影響を及ぼす当社の判断を含んでおり、精緻に計算することはでき

ません。このため、想定している前提条件の変更により当該見積りは重要な影響を受ける可能性があります。 

 公正価値の見積りが可能な投資有価証券の帳簿価額は、連結貸借対照表の投資有価証券に含めております。ただ

し、為替予約等の帳簿価額は、その他の流動資産およびその他の流動負債に含めております。 

 各種の金融商品の公正価値を見積る際に、以下の方法や仮定を使用しております。 

 現金および現金同等物、短期投資、売上債権、その他の流動資産、買掛金、未払費用 

 これら金融商品は満期までの期間が短いため、帳簿価額はおおむね公正価値と同じであります。 

 売却可能有価証券 

 持分証券の公正価値は、決算日におけるそれらの市場の終値を基準にしております。負債証券の公正価値は、測

定日において市場取引が活発ではないため、観測不能なインプットに基づき評価しております。 

 為替予約等 

 為替予約等の公正価値は、金融機関より提示された相場を元に算出しております。 

レベル別の公正価値 

 米国会計基準では公正価値を次のように定義づけております。公正価値とは、資産ないし負債が、測定日現在の主

要な市場ないし最も有利な市場において、市場参加者の間で秩序ある取引として、資産を売却しまたは負債を移転し

た時に受け取るまたは支払うであろう価格（出口価格）です。加えて、価格評価手法に用いられる基礎情報の利用に

ついて、以下のような３つのレベルの公正価値の階層があります。 

 「レベル１」の基礎情報とは、測定日において会社が参加することのできる活発な市場での、同一の資産または負

債の調整する必要のない取引価格であります。 

 「レベル２」の基礎情報とは、「レベル１」に属する取引価格以外で、直接的あるいは間接的にその資産または負

債に関連して市場から入手できるものであります。 

 「レベル３」の基礎情報とは、その資産または負債に関連して市場から入手できないものであります。 

注６．公正価値による測定

      単位：百万円     

    平成22年６月30日       平成22年３月31日   

  帳簿価額   公正価値   帳簿価額   公正価値

金融資産                           

投資有価証券                           

公正価値の見積りが可能なもの  4,172    4,172    4,643    4,643

為替予約等  2    2    0    0

金融負債                           

為替予約等  10    10    29    29
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経常的に公正価値で測定される資産および負債 

 当第１四半期連結会計期間末および前連結会計年度末において、経常的に公正価値で測定されている金融資産およ

び負債のレベル別帳簿価額は次のとおりであります。  

 この内訳明細には、取得原価、その他公正価値以外で測定されている資産および負債は含まれておりません。公正

価値で測定されている金融資産および負債は、売却可能有価証券および為替予約等であります。この売却可能有価証

券の公正価値の修正は、損失が一時的でない場合を除き、その他の包括利益（△損失）累計額を税引後金額で増減さ

せております。損失が一時的でない場合には、投資有価証券評価損で処理しております。為替予約等の公正価値の増

減は、その他の損益で処理しております。 

    単位：百万円 

  
  

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

  

合計

活発な市場での
取引価格 
(レベル１) 

市場から入手 
可能なその他の

情報 
(レベル２)  

市場からの入手

不可能な情報 

(レベル３) 

 金融資産                 

  売却可能有価証券：持分証券 3,814 3,814 － －

  売却可能有価証券：負債証券 358 － － 358

  為替予約等 2 － 2 －

  
公正価値で測定された 

資産合計  
4,174 3,814 2 358

                    
 金融負債                 

  為替予約等 10 － 10 －

  
公正価値で測定された 

負債合計  
10 － 10 －

    単位：百万円 

  
  

  
前連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

  

合計

活発な市場での
取引価格 
(レベル１) 

市場から入手 
可能なその他の

情報 
(レベル２)  

市場からの入手

不可能な情報 

(レベル３) 

 金融資産                 

  売却可能有価証券：持分証券 4,232 4,232 － －

  売却可能有価証券：負債証券 411 － － 411

  為替予約等 0 － 0 －

  
公正価値で測定された 

資産合計  
4,643 4,232 0 411

                    
 金融負債                 

  為替予約等 29 － 29 －

  
公正価値で測定された 

負債合計  
29 － 29 －
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 当第１四半期連結累計期間において、経常的に公正価値で測定されたレベル３に含まれる金融資産および負債の変

動は以下のとおりであります。 

 前第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）における年間見積実効税率は、主に繰延税金資産に対する評価

性引当金の増加および海外子会社での適用税率の差異により、40.4％の法定税率と差異が生じています。 

 当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）における年間見積実効税率は、主に連結グループを構成する各

社の損益の状況、繰延税金資産に対する評価性引当金の増減および海外子会社での適用税率の差異により、40.5％の

法定税率と差異が生じています。 

 その他の包括利益（△損失）（税効果調整後）の内訳は次のとおりであります。 

    単位：百万円 

 当第１四半期連結累計期間 

    負債証券    合計 

期首残高   411    411

その他の包括利益（△損失）   △53    △53

期末残高   358    358

注７．法人税等

注８．その他の包括利益（△損失）

    
  

単位：百万円 
  

    
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日）

  
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日）

  

四半期純利益(△損失)    △3,787    788   

その他の包括利益(△損失)         

  為替換算調整勘定    △578    △2,493   

  純未実現有価証券評価損益         

    当期発生純未実現損益    438    △252   

    控除 純実現損益の再分類調整    －    4   

    純未実現損益    438    △248   

  年金債務調整    58    70   

   四半期包括利益(△損失)    △3,869    △1,883   
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 期間純年金費用の内訳は次のとおりであります。 

 平成22年５月25日開催の取締役会決議により、平成22年３月31日現在の株主に対して、平成22年６月２日に効力  

発生した期末配当金の総額は894百万円であり、１株当たり配当額は５円であります。 

 アドバンテストの製品は一般に製品保証の対象となり、アドバンテストは売上を計上する時点でその予想費用を引

当金として計上しております。保証期間における修理を将来提供するため、保証期間にわたる見積修理費用を、実際

の修理費用の売上に対する発生率等に基づいて引き当てております。 

 前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間における製品保証引当金の増減は以下のとおりであり

ます。 

 前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間において、その他収益（△その他費用）には、為替差

益（△為替差損）がそれぞれ425百万円および△307百万円含まれております。 

注９．未払退職および年金費用

  単位：百万円   

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日）

  
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日） 

  

期間純年金費用の内訳      

 勤務費用  328    339   

 利息費用  186    181   

 年金資産の期待収益  △70    △121   

 未認識分の償却      

  年金数理損益（純額）  140    122   

  過去勤務費用  △44    △44   

期間純年金費用  540    477   

注10．剰余金の配当

注11．製品保証引当金

    単位：百万円

    
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日） 

期首残高  2,811  2,802

増加額  508  513

使用額  △686  △641

為替換算調整額  9  △14

            

期末残高  2,642  2,660

注12．その他収益（△その他費用）
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 アドバンテストは、半導体・部品テストシステムの製品群とテスト・ハンドラやデバイス・インタフェース等のメ

カトロニクス関連製品群の製造・販売を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する研究開発および保守・サービ

ス等の事業活動を展開しております。アドバンテストは３つの報告可能な事業セグメントを有しております。これら

の報告可能な事業セグメントは、製品と市場の性質に基づいて決定され、経営者が経営意思決定のために使用する財

務情報と同様の基礎情報を用いて作成されております。 

 前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間における報告可能な事業セグメント情報は次のとおり

であります。 

 全社に含まれる営業利益（△損失）への調整は、主として全社一般管理費および事業セグメントに割り当てられて

いない基礎的研究活動に関連する研究開発費であります。 

 アドバンテストは、ストック・オプション費用調整前営業利益（△損失）をマネジメントによる事業別セグメント

の評価等に使用しております。 

注13．セグメント情報

    単位：百万円

    
前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

    
半導体・
部品テスト 
システム事業

 
メカトロ
ニクス 
関連事業 

 サービス他   
消去または 
全社   合計

               

 外部顧客に対する売上高    4,047   1,356   2,210    －    7,613

 セグメント間の内部売上高    4   －   －    △4    －

売上高    4,051   1,356   2,210    △4    7,613

調整前営業利益（△損失）    △2,822   △951   271    △1,013    △4,515

（調整）ストック・オプション費用                               2

営業利益（△損失）                              △4,517

    単位：百万円

    
当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

    
半導体・
部品テスト 
システム事業

 
メカトロ
ニクス 
関連事業 

 サービス他   
消去または 
全社   合計

               

 外部顧客に対する売上高    15,644   4,025   3,866    －    23,535

 セグメント間の内部売上高    124   3   －    △127    －

売上高    15,768   4,028   3,866    △127    23,535

調整前営業利益（△損失）    2,085   △18   684    △938    1,813

（調整）ストック・オプション費用                               －

営業利益（△損失）                              1,813
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（補足情報）  

 アドバンテストは地域別売上高および所在地別セグメント情報を日本の金融商品取引法による開示要求を考慮し補

足情報として開示しております。 

【地域別売上高】 

 前第１四半期連結累計期間における外部顧客に対する売上高は次のとおりであります。 

  

（注）１．外部顧客に対する売上高は顧客の所在地に基づいております。 

２．各区分に属する主な国または地域 

  （１）米州……………………米国、コスタリカ共和国等 

  （２）欧州……………………イスラエル、ドイツ等 

  （３）アジア…………………韓国、台湾、中国等 

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間における出荷事業所の所在地別の売上高および営業利益（△損失）は次の表のとおりで

あります。 

（注）１．国または地域は地理的近接度によって区分しております。 

   ２．各区分に属する主な国または地域 

（１）米州…………米国等 

（２）欧州…………ドイツ等 

（３）アジア………韓国、台湾、シンガポール等 

  
単位：百万円 

  

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日）

日本  1,976

米州  1,138

欧州  1,052

アジア  3,447

合計  7,613

  単位：百万円

  
前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  日本  米州  欧州  アジア   
消去または 
全社   連結

            

 外部顧客に対する売上高  3,459  2,400  589  1,165  －  7,613

 セグメント間の内部売上高  2,696  802  340  817  △4,655  －

売上高  6,155  3,202  929  1,982  △4,655  7,613

営業利益（△損失）  △4,442  182  267  477  △1,001  △4,517
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 前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間における基本的および希薄化後１株当たり四半期純

利益（△損失）の計算は次のとおりであります。 

 平成21年６月30日および平成22年６月30日現在、アドバンテストは、希薄化効果を有しないため希薄化後１株当

たり四半期純利益の計算より除いているものの、将来において１株当たり四半期純利益を希薄化する可能性のある

発行済のストック・オプションを3,842,980株および2,607,000株有しております。 

（１）平成22年５月25日開催の取締役会において、平成22年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に

対し、期末配当として、１株につき５円（総額894百万円）を支払うことを決議いたしました。 

（２）その他該当事項はありません。 

注14．１株当たり情報

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日  
    至 平成21年６月30日）

  
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
   至 平成22年６月30日）

  

分子            

四半期純利益（△損失）  △3,787   788 百万円

             

分母            

 基本的平均発行済株式数  178,723,064   178,721,418 株 

ストック・オプションの希薄化の影響  －   54,414 株 

             

 希薄化後平均発行済株式数  178,723,064   178,775,832 株 

             

基本的１株当たり四半期純利益（△損失）  △21.19   4.41 円 

希薄化後１株当たり四半期純利益（△損失）  △21.19   4.41 円 

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

  

      平成21年７月31日

        

株式会社アドバンテスト       

取締役会 御中       

      

        

  新日本有限責任監査法人 

        

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 内藤 哲哉  印 

        

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 薄井 誠   印 

        

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドバ

ンテストの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準（四半期連結財務諸表注記１参照）に準拠して、株式会社アドバンテスト及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 



独立監査人の四半期レビュー報告書 

  

      平成22年７月30日

        

株式会社アドバンテスト       

取締役会 御中       

      

        

  新日本有限責任監査法人 

        

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 中山 清美  印 

        

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 薄井 誠   印 

        

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドバ

ンテストの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日か

ら平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準（四半期連結財務諸表注記１参照）に準拠して、株式会社アドバンテスト及び連結子会社の平成22年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 


